
 

第１１２回香川県新型コロナウイルス対策本部会議 

（持ち回り開催） 

 
 
                         日 時：令和４年８月１０日（水） 

 
 

議題 

 

１．本県の現状について 

 

 

２．本県における今後の対応について 

 

 



　10万人当たり 　10万人当たり

〇 療養者数（対人口１０万人）

〇 直近１週間の累積新規感染者数

　　　　　　（対人口１０万人）

参

考

指

標

 ① 確保病床使用率

 ② 重症確保病床使用率

　10万人当たり 　10万人当たり

５０％以上

＜入院患者141人／病床271床＞ ＜入院患者138人／病床271床＞

1273.8人1352.6人

10.0%
＜重症者数3人／病床30床＞

＜12104人［入院264人、宿泊療養等11840人］＞

＜重症者数3人／病床30床＞

５０％以上

10.0% ２０％以上

＜12853人［入院248人、宿泊療養等12605人］＞

【7/15～ 感染拡大防止対策期（レベル2）】
香川県の現状

緊急事態対策期

52.0%

レベル３

8250人

50.9%

感染拡大防止対策期

 ２０％以上

8月9日現在 8月8日現在

8616人

8月9日現在 8月8日現在

13092人 11210人

直近１週間の

累積新規感染者数

8月9日現在

レベル２

8月

累積新規感染者数

19946人

8月8日現在

先週１週間の

累積新規感染者数

8月9日現在 8月8日現在

7月

累積新規感染者数

10259人 10091人

指　標

1079.6人 1061.9人
＜直近１週間 (8/3～8/9) 10259人＞ ＜直近１週間 (8/2～8/8) 10091人＞

C20-1055
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直近１週間の累積新規感染者数（10万人当たり）と療養者数（10万人当たり）、
確保病床使用率の関係：R3.12.27～R4.8.9

直近１週間の累積新規感染者数（10万人当たり） 療養者数（10万人当たり） 確保病床使用率
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知事から「ＢＡ.５対策強化宣言」発令に伴う 

県民の皆さまへのお願い 

 

 

本県においても、全国と同様にＢＡ.５系統への置き換わりが急速に進んでおり、本県

の感染状況については、７月下旬以降、平日において、新規感染者数が１,０００人を超

えた日が続いており、昨日（８月９日）は、新規感染者数が１,８００人を超え、これま

でにない多くの方の感染が確認されています。 

 

また、医療提供体制について、一昨日（８月８日）時点で、確保病床使用率は５０％を

超え、入院調整に時間がかかる事案が増えるなど、医療機関への負荷が急速に高まっ 

ていることを踏まえ、本県においても現行の「感染拡大防止対策期」の中において、 

「ＢＡ.５対策強化宣言」を行い、基本的な感染対策や感染リスクを低減させる適切な対

策の徹底により、社会経済活動の維持と医療のひっ迫回避の両立を図ることとします。 

 

今後、夏休みやお盆期間の影響もあり、人と人との接触機会の増加も予想されること

から、県民の皆さまには、日常を取り戻していく状況の中にあっても、次のとおり、よ

り一層、感染防止対策の徹底に努めていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染の不安を感じた場合は、県民の皆さまを対象とした無料検査を８月末まで実施し

ますので、積極的にご利用いただくようお願いいたします。 

 

重症化リスクの高いご高齢の方や基礎疾患のある方には、いつも会う人と少人数で会

うようお願いいたします。 

また、こうした方と会われる方には、事前にワクチン接種（３回目接種）か、無料検査

などによる陰性確認を行っていただくなど、感染リスクを減らす取組みの徹底をお願い

いたします。 

 

資料２－１ 

【感染拡大を止めるには 一人ひとりの意識が要
かなめ

】 

 ・三つの密の回避や、人と人との距離の確保、エアコン使用時も換気、不織布マスク 

  の着用など基本的な感染防止策を徹底してください。 

  （熱中症防止のため、必要がないときはマスクを外してください。） 

 ・手洗いや手指消毒、共用部分の消毒を徹底してください。 

 ・混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛してください。 

 ・帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染 

防止策を徹底するととともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。 

 ・発熱・のどの違和感など普段と違う症状がある場合は、通勤、通学、外出等を控え 

てください。 

 ・感染対策が徹底された「かがわ安心飲食認証店」などを利用していただき、会話時 

は、マスクを着用してください。 



医療機関でのルールを守ることや、診療時間内に受診するよう、特に休日や夜間では、

症状が軽い場合は、翌日に受診するなど、ご協力をお願いいたします。 

夜間に救急外来の受診等に迷う場合は、救急電話相談の活用をお願いいたします。 

 

事業者の皆さまには、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進などによる人

と人との接触の低減、ドアノブ、手すりなど共用部分すべての消毒の徹底、発熱やのど

の痛みなど普段と少しでも違う症状がある従業員の出勤抑制などのほか、職場での感染

対策を再点検し、特に居場所の切り替わり（休憩室、喫煙所、更衣室等）での注意喚起の

徹底などについて、引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

ワクチン接種について、追加接種（３回目接種）には、低下した発症予防効果などを

回復させる効果があり、オミクロン株に対する有効性も回復し、コロナ後遺症のリスク

が低いとの報告があることなどが、国において示されていますので、希望される方は早

めに予約、接種をお願いいたします。 

 

さらに、６０歳以上の方や基礎疾患があるなど重症化リスクの高い方、医療従事者や

高齢者施設等の従事者については、４回目接種の対象となっており、各市町において接

種が開始されていますので、４回目接種についても、ご検討をお願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染症の患者さんやそのご家族、治療にあたっておられる医療従

事者やそのご家族などに対する偏見や差別につながる行為は、決して許されるものでは

ありません。 

ワクチン接種についても、強制ではなく、ご本人が納得した上でご判断いただくもの

で、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いを

してはいけません。 

引き続き、人権に配慮した判断や行動を心がけていただきますようお願いいたします。 

 

一日も早く日常生活や社会経済活動を回復できるよう、国、各市町とも連携し、感染

拡大の抑止とともに、保健医療提供体制の確保を通じて、県民の皆さまの健康や暮らし

を守れるよう全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

  

令和４年８月１０日 

香川県知事 浜田 恵造 



感染拡大を止めるには

一人ひとりの意識が要

大切なご家族や友人、仲間に感染させないためにも

ご協力をお願いします。

香川県内の感染症情報は、
右記ホームページを
ご覧ください。

かなめ

・三つの密の回避や人と人との距離の確保、エアコン使用時も換気、

不織布マスクの着用（熱中症防止のため、必要がないときはマスクを外して）

・手洗いや手指消毒、共用部分の消毒

・混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛して

・帰省や旅行は、感染防止策を徹底、感染リスクの高い行動を控えて

・発熱・のどの違和感は通勤・通学、外出等を控えて

・かがわ安心飲食認証店などを利用、会話時はマスクを着用

香川県からのお願い 「BA.5対策強化宣言」



・三つの密の回避や人と人との距離の確保
エアコン使用時も換気

不織布マスクの着用

（熱中症防止のため、必要がないときはマスクを外して）

・手洗いや手指消毒、共用部分の消毒

・混雑した場所や感染リスクが高い場所

への外出を自粛して
・帰省や旅行は、感染防止策を徹底

感染リスクの高い行動を控えて

・発熱・のどの違和感は
通勤・通学、外出等を控えて

・かがわ安心飲食認証店などを利用

会話時はマスクを着用

香川県からのお願い「ＢＡ.５対策強化宣言」

香川県内の感染症情報は、
右記ホームページをご覧ください。

大切なご家族や友人、仲間に感染させないためにも

ご協力をお願いします。

感染拡大を止めるには

一人ひとりの意識が要
かなめ



香川県
ＢＡ.５対策強化宣言

＜期間＞

令和４(2022)年８月10日(水)
～

令和４(2022)年８月28日(日)
1

感染拡大防止対策期（７月15日～８月28日） 資料２－２



実施内容

ＢＡ.５系統を中心として感染が拡大し、医療の負荷の増
大が見られる場合に、地域の実情に応じ、県が「ＢＡ.５対
策強化宣言」を行い、県内全域を対象地域とし、感染拡大
を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第
24条第９項により、県民等に対して必要な協力要請を行う。

※第24条第９項
県民・事業者への感染防止の協力要請等

実施区域 香川県全域

期 間
令和４年８月10日(水)～８月28日(日）

※感染状況等により期間を変更する場合があります。

2



香川県ＢＡ.５対策強化宣言

3

本県においても、全国と同様にＢＡ.５系統への置き
換わりが急速に進んでおり、これまでにない多くの方
の感染が確認されています。

夏休みやお盆期間の影響もあり、人と人との接触機
会の増加も予想されることから、感染のさらなる拡大
を防ぐため、改めて、一人ひとりの意識が要（かなめ）
であることを念頭に、より一層、感染防止対策の徹底
に努めていただきますようお願いします。



●県民への協力要請①【法第24条第９項】

4

• 「新しい生活様式」の定着に向け、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」、
「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染防
止策を徹底するよう協力要請

※夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要ない場面では、マスクを外すことを推奨

※エアコン使用時も、定期的に窓を開けたり換気扇を使用して効果的な換気

【別添１】（省略）：気をつけていただきたいこと

【別添２】（省略）：屋外・屋内でのマスク着用及び子どものマスク着用について

【別添３】（省略）：効果的な換気についてのポイント

• 外出する場合は、適切な感染防止策を徹底して、できる限り家族や普段行動を共にしてい
る方と、少人数で行動するよう協力要請

• 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛するよう協力要請

• 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止
策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう協力要請

• 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう協力要請

• 感染に不安を感じる無症状者に、ワクチン接種者を含めて検査を受けるよう協力要請



• 重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方と会う際は、事前にワクチン接種（３回目接種）か、
無料検査などによる陰性確認を行うよう協力要請

• 医療ひっ迫時における診療・検査医療機関（発熱外来）での受診前検査等への協力要請

• 医療機関でのルールを守ることや、診療時間内に受診するよう協力要請
※特に休日や夜間では、症状が軽い場合は、翌日に受診するなどの協力をお願いします。
※夜間に救急外来の受診等に迷う場合は、救急電話相談を活用してください。
（一般向け救急電話相談：＃7899 小児救急電話相談：＃8000）

• 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控え、「かがわ安心飲食認証店」など、感染対策が
徹底された飲食店等を利用するよう協力要請

• 会食や飲み会をする際には、大声を出さないことや「マスク会食」や座席間隔の確保、換気などの
三密回避を徹底するよう協力要請

• 同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食を避け、会食は２時間以内とするよう協力要請
（「かがわ安心飲食認証店」を利用する場合を除く）

• 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用するよう協力要請
【別添４】（省略）：業種別ガイドライン

• 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」を積極的にインストールするよ
う協力要請

【別添５】（省略）：新型コロナウイルス接触確認アプリ

●県民への協力要請②【法第24条第９項】

5



• 業種別ガイドライン等を遵守するよう協力要請
【別添４】（再掲）：業種別ガイドライン

• 県が策定した適切な感染防止策に基づき、感染防止策の徹底を図るよう協力要請
【別添６】（省略）：今後における適切な感染防止策

【別添７】（省略）：飲食事業者の皆様へ「店舗等での感染防止策の確実な実践」

• 感染防止策を徹底していることを示す様式を掲示するよう協力要請
【別添８】（省略）：掲示様式「新型コロナウイルスうつらない、うつさない」

• エアロゾルの吸入を防止するため、施設・事業所内の換気を徹底するよう協力要請

• 飲食店における感染拡大防止を図るため、「かがわ安心飲食店認証制度」の認証をとるよ
う協力要請

• 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取り組みを推
進するよう協力要請

• 保健所の調査に協力するよう協力要請

• 来訪者の検温・体調確認を行い、発熱者や体調不良者等の入場を制限するよう協力要請

• 来訪者の入店（館）時におけるマスク着用、手指の消毒、手洗いを励行するよう協力要請

●事業者への協力要請①【法第24条第９項】

6



• イベント等の開催については、国の基本的対処方針やイベント等の開催に係る留意事項
（各種通知）等を踏まえ、規模要件等に沿って開催するよう協力要請
また、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づき、効果的な換気を含め、必要
な感染防止策を講じるよう協力要請

• イベント関連施設の管理者においては、イベント開催時、参加者に対して、基本的な感染
対策の徹底の呼びかけを行うよう協力要請

• イベント等に参加する際は、その前後においても感染リスクの高い行動を控えるよう協力
要請
【別添９】（省略）イベント等の開催に係る留意事項

●事業者への協力要請②【法第24条第９項】
• 職場での感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり（休憩室、喫煙所、更衣室等）で
の注意喚起を徹底するよう協力要請

• 同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食を避けるよう協力要請（「かがわ安心飲
食認証店」を除く）

• クラスター発生等の事態に備え、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため、事業継
続計画（ＢＣＰ）を再確認（未策定の場合は、早急に策定）するよう協力要請

7

●イベント等の開催【法第24条第９項】



●県の対応

• 効果的な換気を含め、適切な感染防止策の徹底を図り、開園・開館

• 県主催の行事・イベントについても、効果的な換気を含め、適切な感染防止策の徹
底を図った上で実施
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●県有施設等における対応

• 児童福祉施設等、高齢者施設等、医療機関、事業所などのクラスター防止対策を進
める。

• 学校における感染防止対策を進める。

• ワクチン接種の円滑な実施に向けて、各市町、医療機関、関係団体等と緊密に連携
して取り組む。

• 県職員について、時差出勤や在宅勤務の活用により接触機会の低減に取り組む。

• オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じる。



 

 

パネル 

県内全域 

８月 10日（水）～８月 28日（日）

（日） 


